
一
頁

○
総
務
省
令
第
二
十
四
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

総
務
大
臣

鳩
山


夫

無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
二
号
の
三
第
４
の
様
式
の
１
の
欄
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
の

の
欄
中

□

1
.
9
M

A
1
A

□
再

免
許

13

「
を

□

1
.
9
M

□

A
1
A

□

3
M
A

□

4
M
A

に
改
め
、
同

」

」

様
式
の
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

２
１

の
欄

は
免

許
の

申
請

を
行

う
場

合
又

は
変

更
の

申
請

若
し

く
は

届
出

を
行

う
場

合
の

区
別

に
よ

り
該

(
)

、

当
す

る
□

に
✓

印
を

付
け

る
こ

と
。

別
表
第
二
号
の
三
第
４
の
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(14)



二
頁

の
欄

の
記

載
は

次
に

よ
る

こ
と

(
1
4
)

1
5

、
。

ア
免

許
の

申
請

の
場

合

申
請

者
が

現
に

ア
マ

チ
ュ

ア
局

を
開

設
し

て
い

る
と

き
は

そ
の

免
許

の
番

号
及

び
呼

出
符

号
(
ｱ
)

、

を
記

載
す

る
こ

と
。

申
請

者
が

過
去

に
ア

マ
チ

ュ
ア

局
を

開
設

し
て

い
た

場
合

で
あ

つ
て

そ
の

ア
マ

チ
ュ

ア
局

の
(
ｲ
)

、

廃
止

の
日

又
は

免
許

の
有

効
期

間
満

了
の

日
か

ら
６

月
を

経
過

し
て

い
な

い
場

合
で

あ
つ

て
そ

、

の
ア

マ
チ

ュ
ア

局
に

指
定

さ
れ

て
い

た
呼

出
符

号
を

希
望

す
る

場
合

は
そ

の
呼

出
符

号
を

記
載

、

す
る

こ
と

。

イ
呼

出
符

号
の

指
定

の
変

更
の

申
請

の
場

合

現
に

指
定

さ
れ

て
い

る
呼

出
符

号
を

記
載

す
る

こ
と

。

ウ
遠

隔
操

作
を

行
う

場
合

遠
隔

操
作

を
行

う
こ

と
及

び
そ

の
方

法
専

用
線

リ
モ

コ
ン

局
又

は
イ

ン
タ

ネ
ッ

ト
の

利
用

の

（

ー

、

い
ず

れ
か

を
い

う
を

記
載

す
る

と
と

も
に

工
事

設
計

と
し

て
次

に
掲

げ
る

要
件

に
適

合
す

る
こ

）

。
、

と
を

説
明

し
た

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

電
波

の
発

射
の

停
止

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
(
ｱ
)

免
許

人
以

外
の

者
が

イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

の
利

用
に

よ
り

無
線

設
備

を
操

作
す

る
こ

と
が

で
き

(
ｲ
)

ー

、



三
頁

な
い

よ
う

措
置

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

イ
ン

タ
ネ

ッ
ト

の
利

用
に

よ
る

運
用

中
は

免
許

人
が

常
に

無
線

設
備

を
監

視
及

び
制

御
す

(
ｳ
)

ー

、

る
た

め
の

具
体

的
措

置
が

な
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の

エ
無

線
設

備
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
平

成
年

総
務

省
令

第
号

附
則

第
３

条
第

２
項

（

1
7

1
1
9

）

の
規

定
の

適
用

を
受

け
る

こ
と

を
希

望
す

る
場

合
は

当
該

無
線

設
備

が
平

成
年

月
日

ま
で

に
1
9

1
1

3
0

、

製
造

さ
れ

て
い

る
無

線
設

備
で

あ
る

旨
を

記
載

す
る

こ
と

。

オ
他

の
無

線
局

の
免

許
人

等
と

の
間

で
混

信
そ

の
他

の
妨

害
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
関

す

る
契

約
を

締
結

し
て

い
る

と
き

は
そ

の
契

約
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
た

だ
し

第
条

第
２

項
1
5

、
。

、

の
規

定
に

よ
り

記
載

を
省

略
す

る
場

合
に

は
そ

の
旨

及
び

そ
の

契
約

の
内

容
が

同
一

で
あ

る
無

線
局

、

の
免

許
の

番
号

を
記

載
す

る
こ

と
。

カ
そ

の
他

参
考

に
な

る
事

項
が

あ
る

場
合

は
そ

の
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

、
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


